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天
塩
川
の
川
辺
に
流
れ
着
い
た
流
木

を
無
料
配
布
し
ま
す
。

■
配
付
場
所

　

北
川
口
左
岸
集
積
所
（
左
の
地
図
の

★
マ
ー
ク
の
位
置
）

■
配
付
期
間

　

令
和
６
年
９
月
２
日
（
月
）
～
９
月

30
日
（
月
）

■
注
意
事
項

・
配
布
流
木
は
先
着
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
な
く
な
り
次
第
終
了
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

・
配
布
す
る
流
木
の
長
さ
は
１
２
０
㎝

程
度
で
す
。

・
利
用
に
つ
い
て
は
私
的
利
用
の
み
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
大
型
車
両
は
ご
遠
慮
願
い
ま
す
。

・
事
故
や
怪
我
に
つ
い
て
は
、
責
任
を

負
い
か
ね
ま
す
の
で
予
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

留
萌
開
発
建
設
部 

幌
延
河
川
事
務
所 

河
川
課

☎
０
１
６
３
２
（
５
）
１
２
３
１

天　
塩　
川

日　
本　
海

天塩高校天塩高校

セ
コ
マ

セ
コ
マ

国
道
２
３
２
号

国
道
２
３
２
号

道
道
１
０
６
号

道
道
１
０
６
号

▲
至
稚
内

至
遠
別
▼

★★

北川口
左岸集積所 天

塩
川
の
流
木
を

差
し
上
げ
ま
す

司
法
書
士
に
よ
る

無
料
法
律
相
談
会

留
萌
地
域
を
考
え
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　

北
海
道
ブ
ロ
ッ
ク
司
法
書
士
協
議
会

で
は
、
５
月
か
ら
10
月
ま
で
「
司
法
書

士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
会
」
を
開
催

し
ま
す
。
９
月
は
次
の
と
お
り
開
催
し

ま
す
。
不
動
産
登
記
・
相
続
登
記
・
会

社
の
登
記
、
成
年
後
見
な
ど
の
法
律
相

談
を
お
受
け
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
面
談
相
談

《
日
時
》
令
和
６
年
９
月
28
日
（
土
）

10
時
～
14
時　

※
予
約
不
要

《
場
所
》
て
し
お
温
泉
夕
映　

１
階
多

目
的
ホ
ー
ル

■
電
話
相
談

《
日
時
》
令
和
６
年
９
月
10
日
（
火
）

16
時
～
19
時

☎
０
１
２
０
（
８
８
８
）
４
４
７

※
予
約
不
要
。
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
に
な

り
ま
し
た
の
で
通
話
料
の
負
担
は
あ
り

ま
せ
ん
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

旭
川
司
法
書
士
会

☎
０
１
６
６
（
５
１
）
９
０
５
８

※
司
法
書
士
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
司

法
書
士
の
業
務
範
囲
に
属
す
る
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
。

■
共
に
留
萌
地
域
の
未
来
を
創
る
～
留

萌
地
域
の
強
み
を
活
か
し
た
生
産
空
間
の

維
持
・
発
展
～
（
第
９
期
北
海
道
総
合
開

発
計
画
キ
ッ
ク
オ
フ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）

《
開
催
日
時
》令
和
６
年
９
月
17
日（
火
）

13
時
30
分
～
16
時
（
開
場
：
13
時
）

《
会
場
》
留
萌
市
文
化
セ
ン
タ
ー　

大

ホ
ー
ル
（
留
萌
市
見
晴
町
２
丁
目
27
）

《
プ
ロ
グ
ラ
ム
》

・
開
会
、
第
９
期
北
海
道
総
合
開
発
計

画
の
紹
介
、
北
海
道
総
合
計
画
の
紹
介

・
基
調
講
演「
留
萌
地
域
の
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
を
考
え
る
」（
北
海
学
園
大
学
工
学

部
教
授 

鈴
木
聡
士
氏
）

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
共
に
留

萌
地
域
の
未
来
を
創
る
」

《
申
込
締
切
》９
月
10
日（
火
）17
時（
左

記
の
電
話
番
号
ま
た
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か

ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
）

《
参
加
費
》
無
料

◆
お
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
◆

北
海
道
開
発
局
留
萌
開
発
建
設
部
地
域

連
携
課

☎
０
１
６
４
（
４
２
）
２
３
９
５

　海や川でサケ・マスを違法に採捕すると法律や規
則で罰せられます。違反者はその内容に応じ、法令
により最高３年以下の懲役、又は 200 万円以下の
罰金を受けることがあります。密漁者を発見した場
合は、最寄りの警察署や振興局水産課、漁協に連絡
してください。
・北るもい漁業協同組合天塩支所☎ 01632（2）1113
・天塩警察署☎ 01632（2）2110
・役場農林水産課☎ 01632（9）7767
・留萌振興局水産課☎ 0164（42）8472

秋サケ密漁秋サケ密漁
防止月間防止月間

9月1日～10月31日9月1日～10月31日
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10 月号へ掲載を

希望する方は、

9 月 11 日 （水）

までにお知らせください。

企画商工課広報情報係

掲載を希望される方へ

《
説
明
会
の
対
象
者
》

　

15
歳
以
上
32
歳
以
下
の
方
お
よ
び
保

護
者
の
方
（
32
歳
の
方
は
採
用
予
定
月

の
末
日
現
在
、
33
歳
に
達
し
て
い
な
い

方
）

《
予
約
の
受
付
》
令
和
６
年
９
月
中

《
説
明
を
受
け
た
い
募
集
種
目
》

・
自
衛
官
候
補
生

・
一
般
曹
候
補
生

・
防
衛
医
科
大
学
校
（
医
科
・
看
護
）

・
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校

・
予
備
自
衛
官
補

　

説
明
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
お
気
軽

に
お
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
お
電
話
で
申

し
込
み
下
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部
稚
内
地
域

事
務
所

〒
０
９
７-

０
０
０
１

稚
内
市
末
広
５
丁
目
６
番
１
号　

稚
内

地
方
合
同
庁
舎
５
階

☎
０
１
６
２
（
３
３
）
１
２
２
７

　

道
内
の
商
工
会
及
び
北
海
道
商
工
会

連
合
会
で
は
、
職
員
候
補
者
を
選
考
す

る
統
一
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

※
天
塩
商
工
会
の
採
用
試
験
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

《
ｗ
ｅ
ｂ
申
込
締
切
》
令
和
６
年
10
月

13
日
（
日
）

《
統
一
試
験
日
》
令
和
６
年
10
月
27
日

（
日
）
９
時
～

《
試
験
合
格
者
の
取
り
扱
い
》

・
試
験
の
合
格
者
は
、「
商
工
会
等
職

員
採
用
候
補
者
名
簿
」
に
登
載
さ
れ
、

採
用
す
る
商
工
会
等
は
こ
の
名
簿
登
載

者
の
中
か
ら
面
接
の
う
え
採
用
い
た
し

ま
す
。

・
本
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
で
商
工
会

等
の
採
用
が
決
定
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

・
詳
細
は
、
採
用
専
用
Ｈ
Ｐ
か
ら
試
験

要
項
等
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

《
受
験
資
格
》

・
昭
和
60
年
４
月
２
日
以
後
に
生
ま
れ

た
方

・
高
校
卒
業
以
上
の
学
歴
を
有
す
る
方

・
日
本
商
工
会
議
所
、
全
国
経
理
学
校

協
会
等
が
主
催
す
る
簿
記
検
定
の
３
級

以
上
を
取
得
し
て
い
る
、
ま
た
は
取
得

さ
れ
る
方
。

・
普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
取
得
し
て

い
る
、
ま
た
は
取
得
さ
れ
る
方
（
Ａ
Ｔ

自
衛
隊
説
明
会

の

ご

案

内

商
工
会
職
員
募
集

限
定
可
）

・
人
事
交
流
に
よ
る
他
の
商
工
会
等
へ

の
転
勤
が
可
能
な
方
。

《
試
験
応
募
書
類
》

・
履
歴
書
（
写
真
添
付
）・
職
務
履
歴
書
・

作
文
（
い
ず
れ
も
指
定
様
式
使
用
）

・
卒
業
証
明
書
ま
た
は
卒
業
証
書
写

・
簿
記
合
格
証
書
写
（
有
資
格
者
の
み
）

《
試
験
方
法
》
自
宅
等
の
パ
ソ
コ
ン
か

ら
受
験

《
提
出
先
》
〒
０
６
０
‐
８
６
０
７　

札
幌
市
中
央
区
北
１
条
西
７
丁
目
１ 

プ
レ
ス
ト
１
・
７
ビ
ル 

４
階　

北
海
道

商
工
会
連
合
会　

総
務
課
宛

《
詳
し
く
は
》
試
験
・
採
用
に
関
す
る

お
問
合
せ
先

北
海
道
商
工
会
連
合
会　

総
務
課

☎
０
１
１（
２
５
１
）０
１
０
１（
代
表
）

FAX
（
０
１
１
）
２
７
１　

４
８
０
４

✉saiyou@
do-shokoren.or.jp

採
用
専
用
Ｈ
Ｐ
：https://r.goope.

jp/saiyou/ 

　平成 28 年 8 月、北海道に次々と台風が接近・上陸
して甚大な被害となったことは記憶に新しいところで
すが、過去に日本で大きな災害をもたらした台風の多
くは、実は 9 月に来襲しています。この時期は、夏
に日本付近を覆っていた太平洋高気圧がやや後退して
台風が日本に近づきやすく、海水温が年間を通して
最も高い期間にあたり台風が発達しやすくなっていま
す。
　台風による被害を防ぐには、平時のうちにハザード
マップで避難の場所や避難経路、非常持ち出し品を確
認しておくことはもちろんのこと、台風が北海道付近
に近づく予想を見聞きした場合には、大雨が降る前
に側溝や排水溝を掃除して水はけを良くしておくこと
や、風が強くなる前に風で飛ばされそうなものを固定

したり、屋内に移動させておくことが大切です。
　そして、台風が接近してきた時には、台風に関する
情報はもとより、気象台が発表する「警報・注意報」、

「キキクル」などの防災気象情報や、自治体から出さ
れる「避難情報」を自ら入手し、状況を把握すること
が重要です。実際に暴風や大雨になると、風により飛
んできた物にぶつかったり、車が横転したり、冠水し
た道路では川や側溝との境目が見えにくく、転落事故
により避難中に命を落とすこともあります。暴風や大
雨となっている最中の避難は大変危険です。早めの避
難を判断し、身の安全を確保してください。

◆お問い合わせ先◆
旭川地方気象台
☎０１６６（３２）７１０２
https://www.data.jma.go.jp/
asahikawa/index.html

台風への備え、できていますか？


